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家庭から出される資

源ごみは、それぞれ品

目ごとに回収され、加

工行程を経て再生利用

（リサイクル）されます。例えば、ビン

はビン・建築材料に、カンはアルミ製

品・鉄製品に、ペットボトルは繊維など

に、布類は工業用ぞうきんなどに再

生利用されます。

この他に弁当容器などのプラスチ

ック類は、完全に汚れのとれた物のみ

プラスチック資源になります。

ごみを捨てる際には、再生利用を

効率よく進めるため、必ず「正しいご

み分別」のご協力をお願いします。
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